
参

議

院

参

議

院

参

議

院

参

議

院

模

擬

模

擬

模

擬

模

擬

法

務

法

務

法

務

法

務

委

員

会

委

員

会

委

員

会

委

員

会

会

議

会

議

会

議

会

議

録録録録

    

 

平

成

 
 

年

 

月

 
 

日

 
 

曜

 

午

後

【

 
 

】

時

【

 
 

】

分

開

会

 

 

出

席

者

は

左

の

と

お

り

。

 

 

委

員

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

委

 

員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

Ｃ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

国

務

大

臣

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法

務

大

臣

 
 

Ｄ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

副

大

臣

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法

務

副

大

臣

 

Ｅ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

 

大

臣

政

務

官

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法

務

大

臣

政

務

官

 

Ｆ

【

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

 
 

 
 

 
 

本

日

の

会

議

に

付

し

た

案

件

 

○

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

（

内

閣

提

出

、

衆

議

院

送

付

）

 

  

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

た

だ

い

ま

か

ら

法

務

委

員

会

を

開

会

い

た

し

ま

す

。

 

 

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

ま

ず

、

提

案

者

か

ら

趣

旨

説

明

を

聴

取

い

た

し

ま

す

。

 

Ｄ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

大

臣

。

 

 

【

 

国

務

大

臣

Ｄ

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 

○

委

員

長

(

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

)
 
 

Ｄ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

大

臣

。

 

 

○

国

務

大

臣

（

Ｄ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

た

だ

今

議

題

と

な

り

ま

し

た

、

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

の

提

案

理

由

に

つ

き

ま

し

て

ご

説

明

申

し

あ

げ

ま

す

。

 

 

少

年

法

は

、

二

〇

歳

に

満

た

な

い

少

年

が

犯

罪

を

行

っ

て

も

、

大

人

と

は

違

っ

た

扱

い

を

す

る

よ

う

に

し

て

い

ま

す

。

そ

れ

は

、

少

年

が

成

長

途

中

の

存

在

で

あ

り

、

環

境

に

影

響

さ

れ

や

す

く

、

ま

た

、

改

善

す

る

可

能

性

が

高

い

か

ら

で

す

。

そ

う

し

た

意

味

で

、

少

年

の

犯

罪

に

つ

い

て

は

、

名

前

や

住

所

、

学

校

名

を

報

道

し

て

、

少

年

の

こ

と

を

特

定

す

る

よ

う

な

報

道

を

し

て

は

な

ら

な

い

こ

と

に

し

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

こ

の

法

律

に

は

罰

則

が

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

の

た

め

、

週

刊

誌

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

な

ど

で

少

年

を

特

定

す

る

よ

う

な

情

報

が

流

さ

れ

、

少

年

の

社

会

復

帰

を

妨

害

す

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

 

 

そ

こ

で

、

法

務

大

臣

が

そ

う

し

た

情

報

を

流

し

た

人

に

対

し

て

、

是

正

す

る

よ

う

に

指

示

を

し

た

り

、

命

令

し

た

り

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

し

て

、

従

わ

な

い

人

に

は

刑

罰

を

与

え

る

よ

う

に

す

る

た

め

、

こ

の

法

律

案

を

提

案

い

た

し

ま

し

た

。

法

律

案

の

内

容

は

副

大

臣

か

ら

説

明

し

て

も

ら

い

ま

す

。

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

次

に

、

補

足

説

明

を

聴

取

い

た

し

ま

す

。

Ｅ

（ 
 
 
 
 
 

）

法

務

副

大

臣

。

 

 

【

 

副

大

臣

Ｅ

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 

○

委

員

長

(

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

Ｅ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

 

法

務

副

大

臣

。

 

 

○

副

大

臣

（

Ｅ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

補

足

と

し

て

、

法

律

案

の

内

容

を

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
第

一

に

、

犯

罪

を

行

っ

た

少

年

を

特

定

す

る

よ

う

な

行

為

を

「

推

知

報

道

」

と

し

て

、

こ

の

推

知

報

道

を

誰

も

が

し

て

は

な

ら

な

い

こ

と

に

し

ま

す

。

 

 

第

二

に

、

推

知

報

道

を

し

た

人

に

対

し

て

、

法

務

大

臣

が

是

正

す

る

よ

う

に

指

示

を

し

、

そ

れ

に

従

わ

な

い

と

き

は

、

さ

ら

に

強

力

な

命

令

を

出

す

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

し

ま

す

。

そ

れ

で

も

言

う

こ

と

を

聞

か

な

い

場

合

は

、

刑

罰

を

与

え

る

こ

と

に

し

ま

す

。

 

 

以

上

で

説

明

を

終

わ

り

ま

す

。

速

や

か

な

ご

審

議

を

お

願

い

し

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

を

議

題

と

し

、

こ

れ

よ

り

質

疑

を

行

い

ま

す

。

 
 

質

疑

の

あ

る

方

は

順

次

ご

発

言

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

 

 

【

Ｂ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｂ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

○

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

推

知

報

道

に

つ

い

て

の

現

在

の

少

年

法

の

問

題

点

は

ど

う

い

う

も

の

で

し

ょ

う

か

。

大

臣

の

考

え

を

お

聴

か

せ

く

だ

さ

い

。

 

 

【

国

務

大

臣

Ｄ

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 
 

】

 

 

○

委

員

長

(

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

)
 
 

 
D

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

大

臣

。

 

 

○

国

務

大

臣

（

Ｄ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

現

在

、

少

年

法

は

、

犯

罪

を

行

っ

た

少

年

を

特

定

す

る

よ

う

な

報

道

を

禁

止

し

て

い

ま

す

が

、

罰

則

が

あ

り

ま

せ

ん

。

報

道

機

関

に

対

し

て

、

国

か

ら

そ

う

い

う

こ

と

は

し

な

い

よ

う

に

要

請

し

て

い

ま

す

が

、

一

部

の

雑

誌

な

ど

が

少

年

法

に

違

反

す

る

こ

と

を

わ

か

っ

て

い

な

が

ら

、

推

知

報

道

を

し

て

い

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

、

少

年

が

社

会

復

帰

を

す

る

上

で

大

き

な

問

題

だ

と

考

え

て

い

ま

す

。

 

 

【

Ｂ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 
 ○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｂ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

 

○

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

最

近

で

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

少

年

を

特

定

す

る

情

報

が

流

れ

た

り

し

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

問

題

だ

と

思

い

ま

せ

ん

か

。

 

 

【

副

大

臣

Ｅ

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 
 

】

 

 

○

委

員

長

(

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

Ｅ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

 

法

務

副

大

臣

。

 

 

○

副

大

臣

（

Ｅ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

そ

の

通

り

だ

と

思

い

ま

す

。

た

だ

、

現

在

の

少

年

法

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

の

書

き

込

み

は

想

定

し

て

い

ま

せ

ん

。

こ

の

点

も

改

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

い

ま

す

。

 

 

【

Ｂ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 
 ○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｂ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

 

☆

委

員

を

呼

ぶ

時

は

フ

ル

ネ

ー

ム

、

そ

れ

以

外

の

人

は

苗

字

＋

役

職

名

。

 

☆

自

分

の

番

が

来

た

ら

「

委

員

長

」

と

言

っ

て

挙

手

し

て

委

員

長

に

名

前

を

呼

ば

れ

て

か

ら

発

言

す

る

。

返

事

は

い

ら

な

い

。

 



午

後

【

 
 

】

時

【

 
 

】

分

散

会

 

○

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

そ

れ

で

は

、

少

年

法

が

改

正

さ

れ

た

ら

ど

う

な

り

ま

す

か

。

 

 

【

大

臣

政

務

官

Ｆ

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

F

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

大

臣

政

務

官

。

 

 

○

大

臣

政

務

官

(

Ｆ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

の

書

き

込

み

も

含

め

て

、

少

年

を

特

定

す

る

よ

う

な

報

道

や

情

報

提

供

を

禁

止

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

違

反

し

た

人

に

刑

罰

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

点

が

大

き

な

変

更

で

す

。

 

 

【

Ｂ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 
 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｂ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

 

○

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

自

由

な

表

現

活

動

を

国

が

妨

害

す

る

こ

と

に

は

な

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

【

国

務

大

臣

Ｄ

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 
 

】

 

 

○

委

員

長

(

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 
 

Ｄ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

大

臣

。

 

 

○

国

務

大

臣

（

Ｄ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

表

現

の

自

由

は

憲

法

で

保

障

さ

れ

た

重

要

な

権

利

で

す

。

し

か

し

、

少

年

の

健

全

な

社

会

復

帰

を

妨

げ

る

よ

う

な

こ

と

は

許

さ

れ

ま

せ

ん

。

た

だ

、

い

き

な

り

刑

罰

を

与

え

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

最

初

は

、

是

正

の

指

示

と

い

う

お

願

い

を

し

て

、

そ

れ

で

も

だ

め

な

場

合

に

命

令

を

出

す

と

い

う

順

序

を

守

っ

て

い

く

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

間

に

、

相

手

を

説

得

し

て

、

自

発

的

に

是

正

を

し

て

も

ら

う

こ

と

が

い

い

と

思

い

ま

す

。

 

 

【

Ｂ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 
 

】

 

 
 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｂ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

 

○

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

そ

れ

で

も

従

わ

な

い

場

合

に

刑

罰

を

与

え

る

の

で

す

ね

。

 

 

【

副

大

臣

Ｅ

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 

○

委

員

長

(

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 
 
 

Ｅ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

副

大

臣

。

 

 

○

副

大

臣

（

Ｅ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

そ

う

な

の

で

す

が

、

刑

罰

を

与

え

る

か

ど

う

か

は

、

裁

判

所

が

判

断

し

ま

す

。

ま

た

、

法

務

大

臣

の

命

令

に

対

し

て

不

服

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

取

消

を

求

め

る

裁

判

を

起

こ

す

こ

と

が

で

き

ま

す

。

 

 

【

Ｂ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 

】

 

 
 ○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｂ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

 

○

Ｂ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

な

る

ほ

ど

。

裁

判

所

が

中

立

で

公

平

な

第

三

者

の

立

場

か

ら

判

断

す

る

機

会

が

あ

る

の

で

す

ね

。

た

だ

、

そ

う

い

っ

た

事

態

に

な

ら

な

い

よ

う

、

多

く

の

人

に

人

権

意

識

を

持

て

も

ら

う

こ

と

が

一

番

大

事

だ

と

思

い

ま

せ

ん

か

。

 

 

【

大

臣

政

務

官

Ｆ

挙

手

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 
 

】

 

 
 

○

委

員

長

（

Ａ

【
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

Ｆ

（ 
 
 
 
 
 

 

）

法

務

大

臣

政

務

官

。

 

 

○

大

臣

政

務

官

(

Ｆ

【

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

お

っ

し

ゃ

る

通

り

で

す

。

少

年

に

対

す

る

人

権

侵

害

が

起

き

な

い

よ

う

、

日

頃

か

ら

国

民

に

呼

び

か

け

て

い

き

ま

す

。

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
】

君

）

 

他

に

ご

発

言

も

な

い

よ

う

で

す

か

ら

本

案

に

対

す

る

質

疑

は

終

局

し

た

も

の

と

み

と

め

ま

す

。

 

 

こ

れ

よ

り

討

論

を

行

い

ま

す

。

ご

意

見

の

あ

る

方

は

賛

否

を

明

ら

か

に

し

て

ご

発

言

願

い

ま

す

。

 

 

【

Ｃ

委

員

、

挙

手

 

（

「

委

員

長

」

と

呼

ぶ

）

 
 

】

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 
 

 

Ｃ

（ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

君

。

 

 

○

Ｃ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

 

私

は

、

こ

の

法

案

に

つ

い

て

反

対

の

討

論

を

行

い

ま

す

。

 

 

反

対

の

理

由

は

、

法

務

大

臣

の

権

限

が

拡

大

さ

れ

て

、

本

来

、

少

年

事

件

と

は

関

係

の

な

い

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

の

書

込

み

な

ど

も

、

そ

れ

を

口

実

に

規

制

さ

れ

る

可

能

性

が

あ

る

か

ら

で

す

。

こ

の

よ

う

に

、

国

民

に

舗

装

さ

れ

て

い

る

基

本

的

な

人

権

が

制

限

さ

れ

る

お

そ

れ

が

拡

大

す

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

賛

成

で

き

ま

せ

ん

。

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

他

に

ご

意

見

も

な

い

よ

う

で

す

か

ら

、

討

論

を

終

局

し

た

も

の

と

み

と

め

ま

す

。

 

 

こ

れ

よ

り

採

決

に

入

り

ま

す

。

 

 

本

案

に

賛

成

の

方

は

、

挙

手

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

 

 

【

Ｃ

以

外

挙

手

 

】

 

 

○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

多

数

と

み

と

め

ま

す

。

よ

っ

て

、

本

案

は

多

数

を

も

っ

て

原

案

ど

お

り

可

決

す

べ

き

も

の

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 

【

Ｄ

、

Ｅ

、

Ｆ

起

立

し

、

一

礼

】

 

 

な

お

、

審

査

報

告

書

の

作

成

に

つ

き

ま

し

て

は

、

こ

れ

を

委

員

長

に

ご

一

任

願

い

た

い

と

存

じ

ま

す

が

、

ご

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 【

全

員

「

異

議

な

し

」

と

叫

ぶ

 

】

 

 ○

委

員

長

（

Ａ

【

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

】

君

）

 

ご

異

議

な

い

と

み

と

め

そ

の

よ

う

に

決

定

い

た

し

ま

す

。

 

 

本

日

は

こ

れ

に

て

散

会

い

た

し

ま

す

 

        



参

議

院

参

議

院

参

議

院

参

議

院

模

擬

模

擬

模

擬

模

擬

本

会

議

録

本

会

議

録

本

会

議

録

本

会

議

録 
 

平

成

 
 
 

年

 
 

月

 
 
 

日

 
 

曜

日

 

午

後

【

 
 

】

時

【

 
 
 

】

分

開

議

 

  

○

議

事

日

程

 

第

一

号

 

平

成

 
 
 

年

 
 

月

 
 
 

日

 
 

曜

日

 

午

後

【

 
 

】

時

【

 
 
 

】

分

開

議

 

第

一

 
 

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

（

内

閣

提

出

、

衆

議

院

送

付

）

 

 

○

本

日

の

会

議

に

付

し

た

案

件

 

一

、

日

程

第

一

 

  

○

議

長

（

Ｇ

【

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

】

君

）

 

こ

れ

よ

り

会

議

を

開

き

ま

す

。

 

日

程

第

一

 

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

、

内

閣

提

出

、

衆

議

院

送

付

 

 
 

 
 
 

 

ま

ず

、

委

員

長

の

報

告

を

求

め

ま

す

。

法

務

委

員

長

 

Ａ

（ 
 

 
 

 
 

）

君

。

 

 

【

Ａ

君

登

壇

、

拍

手

】

 

 

☆

委

員

長

（

Ａ

【

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

】

君

）

 

た

だ

い

ま

議

題

と

な

り

ま

し

た

少

年

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

つ

き

ま

し

て

、

法

務

委

員

会

に

お

け

る

審

査

の

経

過

と

結

果

を

ご

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 

こ

の

法

案

は

、

犯

罪

を

行

っ

た

少

年

に

つ

い

て

、

少

年

を

特

定

す

る

よ

う

な

報

道

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

の

書

込

み

を

禁

止

し

、

違

反

者

に

対

し

て

、

法

務

大

臣

が

是

正

の

指

示

や

命

令

を

出

す

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

し

て

、

違

反

者

に

は

刑

罰

を

与

え

ら

れ

る

よ

う

に

す

る

た

め

、

少

年

法

を

改

正

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

す

。

 

 

委

員

会

に

お

き

ま

し

て

は

、

法

案

提

出

の

理

由

、

法

務

大

臣

の

命

令

な

ど

の

仕

組

み

、

憲

法

と

の

関

係

な

ど

に

つ

い

て

熱

心

な

質

疑

が

行

わ

れ

ま

し

た

が

、

詳

細

は

会

議

録

に

て

ご

承

知

願

い

ま

す

。

 

 

討

論

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

Ｃ

（ 
 

 
 

 
 

）

委

員

か

ら

反

対

の

意

見

が

述

べ

ら

れ

ま

し

た

。

 

 

次

い

で

採

決

の

結

果

、

本

法

律

案

は

多

数

を

も

っ

て

、

原

案

ど

お

り

可

決

す

べ

き

も

の

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 

以

上

、

ご

報

告

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 

○

議

長

（

Ｇ

【

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

】

君

）

 

こ

れ

よ

り

採

決

を

い

た

し

ま

す

。

本

案

の

賛

否

に

つ

い

て

、

投

票

ボ

タ

ン

を

お

押

し

願

い

ま

す

。

 

 

【

投

票

開

始

】

 

 

○

議

長

（

Ｇ

【

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

】

君

）

 

ま

も

な

く

投

票

を

終

了

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 
 

 

 
 

こ

れ

に

て

投

票

を

終

了

い

た

し

ま

す

。

 

 

【

投

票

終

了

】

 

 

○

議

長

（

Ｇ

【

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

】

君

）

 

投

票

の

結

果

を

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

投

票

総

数

 

賛

成

 
 

反

対

 
 

 

よ

っ

て

本

案

は

 

〔

可

決

・

否

決

〕

 

さ

れ

ま

し

た

。

 

 

【

拍

手

、

国

務

大

臣

D

起

立

し

、

一

礼

】

 

 

本

日

は

こ

れ

に

て

散

会

い

た

し

ま

す

。

 

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

 

 

午

後

【

 
 

】

時

【

 
 
 

】

分

散

会

 


